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◎
平
成
二
十
五
年
第
四
回
定
例
会
の
概
要

　

第
四
回
定
例
会
は
、
十
二
月
十
八
日
か

ら
十
二
月
二
十
日
ま
で
の
三
日
間
の
日
程

で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
納
田
町
長
が
町
政
に
取

り
組
む
所
信
と
行
財
政
改
革
の
推
進
、
教

育
問
題
、
人
権
問
題
、
環
境
問
題
、
農
業

問
題
、
財
政
問
題
な
ど
当
面
す
る
町
政
の

重
要
課
題
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、
防
災
対
策
、
行
財
政

改
革
、
農
業
問
題
、
環
境
問
題
、
教
育
問

題
、
な
ど
が
論
議
さ
れ
ま
し
た
。

︵
議
員
六
名
か
ら
一
般
質
問
︶

　

町
長
提
出
議
案
五
件
の
内
四
件
が
可
決
、

一
件
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
員
提
出
議
案
二
件
が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

◎
議
会
議
員
協
議
会

　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

　

第
四
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協
議
を
行

な
う
。

◎
第
一
回
臨
時
会

　

平
成
二
十
五
年
二
月
六
日

　

町
長
提
出
議
案
一
件
が
同
意
さ
れ
ま
し

た
。

◎
財
産
区
議
会

・
上
板
町
大
山
財
産
区
議
会

　

︵
第
一
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日

・
上
板
町
神
宅
財
産
区
議
会

　

︵
第
一
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日

上
板
町
議
会
だ
よ

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

　

一
月
十
三
日
、
新
年
互
礼
会
の
席

に
お
い
て
、
町
長
表
彰
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

各
分
野
で
活
躍
さ
れ
、
そ
の
功
績

に
よ
り
表
彰
又
は
感
謝
状
を
受
け
ら

れ
た
の
は
、
次
の
方
々
で
す
。 

　

︵
敬
称
略
︶

◇
町
民
の
人
権
意
識
の
向
上
と
文

化
行
政
の
振
興
に
貢
献

村　

上　

守　

男

◇
地
方
自
治
の
発
展
に
貢
献

岩　

瀬　

高　

男

◇
高　

額　

寄　

付

多　

田　
　
　

衞

多　

田　

和　

夫

◇
環
境
美
化
奉
仕
活
動
感
謝
状

田　

村　

昌　

義

木　

野　

一　

男

木　

野　

清　

子
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徳
島
県
消
防
協
会
長
表
彰

■
功
績
章

　

第
一
分
団

　
　

部　

長　
　

板　

東　

裕　

二

　

第
六
分
団

　
　

団　

員　
　

多　

田　

佳　

人

■
精
績
章

　

第
四
分
団

　
　

分
団
長　
　

本　

淨　

雅　

志

　

第
六
分
団

　
　

分
団
長　
　

前　

田　

孝　

彦

■
内
助
の
功

　

中　

川　

芳　

子

板
野
地
方
分
会
長
表
彰

　

第
一
分
団

　
　

団　

員　
　

坂　

東　

雅　

彦

　

第
二
分
団

　
　

団　

員　
　

坂　

東　

康　

人

　

第
三
分
団

　
　

団　

員　
　

岸　

本　

芳　

仁

　

第
四
分
団

　
　

団　

員　
　

本　

城　
　
　

守

　

第
五
分
団

　
　

団　

員　
　

安　

藝　

靖　

司

　

第
六
分
団

　
　

団　

員　
　

木　

下　

貴　

博

板
野
警
察
署
長
表
彰

　

第
二
分
団

　
　

副
分
団
長　

廣　

瀬　

浩　

平

　

第
三
分
団

　
　

副
分
団
長　

岡　

本　

勝　

哉

　

第
五
分
団

　
　

副
分
団
長　

中　

村　

佳　

文

上
板
町
長
表
彰
並
び
に
感
謝
状

■
町
長
表
彰

　

第
二
分
団

　
　

団　

員　
　

大
戸
井　

康　

弘

　

第
三
分
団

　
　

団　

員　
　

廣　

野　

真　

史

　

第
四
分
団

　
　

団　

員　
　

藤　

井　
　
　

圭

　

第
五
分
団

　
　

団　

員　
　

中　

川　

光　

生

　

第
六
分
団

　
　

団　

員　
　

佐　

藤　

裕　

介

■
内
助
の
功
感
謝
状

 

栗　

尾　

か
え
で

 

福　

田　

育　

代

 

福　

井　

広　

美

■
火
災
予
防
ポ
ス
タ
ー
優
秀
賞

　

神
宅
小
学
校　

岩　

崎　

友　

香

　

東
光
小
学
校　

平　

井　

完　

弥

　

松
島
小
学
校　

加　

川　
　
　

司

　

高
志
小
学
校　

岸　

本　

清　

楓

上
板
町
消
防
団
長
表
彰

　

第
一
分
団

　
　

団　

員　
　

今　

川　

賢
一
朗

　

第
二
分
団

　
　

団　

員　
　

三　

木　
　
　

新

　

第
三
分
団

　
　

団　

員　
　

村　

部　

烈　

雄

　

第
四
分
団

　
　

団　

員　
　

西　

條　

晋
太
朗

　

第
五
分
団

　
　

団　

員　
　

吉　

本　

尚　

志

　

第
六
分
団

　
　

団　

員　
　

森　
　
　

大　

典

　平成２５年１月１４日、上板町消防団出初式におい

て消防職・団員として永きにわたり地域に貢献した

功績が認められ栄誉ある徳島県知事表彰を授かりま

した。

　

平
成
二
十
五
年
上
板
町
消
防
団
出
初
式
が
、
一
月
十
四
日
︵
月
︶に

﹁
上
板
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
﹂
で
盛
大
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

晴
れ
の
表
彰
を
受
け
ら
れ
た
の
は
次
の
方
々
で
す
。

︵
順
不
同
、
敬
称
略
︶

上板町消防団
副団長

手　塚　利　幸

板野西部消防組合
消防司令補

武　市　一　仁

徳島県知事表彰

　地域の防災のためにあなたの“チカラ”を発揮

してみませんか？

　上板町では消防団員を募集しています。消防団

に興味を持たれた方や参加してみたいと思われる

方は、下記までお問い合わせください。

上板町役場　総務課　消防係

TEL ０８８−６９４−６８０１

消防団員募集

自分たちのまちは自分たちで守る！
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次の日程で上板町国民健康保険被保険者証の更新の手続きを行いますので、更新にお越しください。

大山地区〈神宅・西分・椎本地区〉

平成25年３月27日（水）　午前9時〜午後7時

高志地区
〈瀬部・高瀬・高磯・上六條・下六條・佐藤塚・第十新田地区〉

平成25年３月28日（木）　午前9時〜午後7時

松島地区〈七條・鍛冶屋原・引野・泉谷地区〉

平成25年３月29日（金）　午前9時〜午後7時

上板町役場　税務課　国民健康保険係　TEL 694−6807

町税等の口座振替制度について町税等の口座振替制度について

上板町国民健康保険加入者の皆様へ

「国民健康保険被保険者証」の更新について「国民健康保険被保険者証」の更新について

上板町役場　１階　税務課

更新受付日時

更 新 場 所

国民健康保険被保険者証、印鑑、
高齢受給者証（70歳〜74歳の方）

持参するもの

お問い合わせ先

※　後期高齢者医療制度に加入している方は、この

被保険者証の更新には該当しませんので、ご注意

ください。

※　この期間に来られない場合は、更新受付日以降

お早めに税務課まで更新の手続きにお越しください。

※　国民健康保険税に滞納がある場合は、短期被保

険者証もしくは資格証明書が交付されます。

※　お子さんが就学のため他の市町村へ住所を移し

ている、もしくは住所を移すことになった場合は、

在学証明書または学生証をご持参してください。

※　所得申告がお済みでない方（公的年金支払報告書、

給与支払報告書の提出がある方は除く）は、所得の

申告をしてください。

�　口座振替制度とは

　　金融機関があなたに代わって、あらかじめあなた

の指定した預金口座から、自動的に町税等を振り替

えて納付する方法です。いつでも申し込むことがで

き、一度手続きすれば翌年度以降も継続されますの

で、大変便利です。また、手数料もかかりません。

　　手続きは簡単です。通帳と通帳印をご持参のうえ、

金融機関又は税務課・福祉保健課に備えてある「口

座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ金融

機関窓口へお出しください。 

�　取り扱い金融機関は 

　※（　）内は、口座振替依頼書が置いてある支店等

です。

　１）阿波銀行本店・各支店 （上板支店）

　２）徳島銀行本店・各支店 （上板支店） 

　３）ゆうちょ銀行 （町内郵便局） 

　４）板野郡農業協同組合本所・各支所（町内各支所）

�　申込み方法は 

　　口座振替を希望される金融機関に直接申込みして

ください。

　※申込みに必要なもの

　１）各種納税通知書（納付書）の全部

　２）預金通帳またはキャッシュカード

　３）金融機関届出印 

�　口座振替で納付できる税目・保険料は

　１）町・県民税（特別徴収及び法人町民税を除く。）

　２）固定資産税　　　　５）介護保険料

　３）軽自動車税　　　　６）後期高齢者医療保険料

　４）国民健康保険税

　※随時課税分は、口座振替できません。

�　振替納税実施は 

　　申込みをした月の翌月納期分から該当する町税等

が振替になります。

　※全期前納による振替を年度途中で申し込んだ場合、

当年度は、期別ごとの振替となり、全期前納によ

る振替は、翌年度からになります。 

�　領収確認は 

　　口座振替で納付された町税等の領収は、年度末に

一括して役場から送付します。ただし、軽自動車税

の納税証明書（継続検査用）は６月に送付します。

�　納税通知書（納付書）は

　　納税通知書には、口座振替金融機関等の案内が記

載されます。

【お問い合わせ先】

　上板町役場　税　務　課　TEL ０８８−６９４−６８０７

　　　　　　　福祉保健課　TEL ０８８−６９４−６８１０



第１７７号（5）　平成２５年３月１日

国 民 年 金 種 別 変 更

【第３号被保険者の届出】
　第２号被保険者（厚生年金保険や共済組合に加入している方）に扶養されている

２０歳以上６０歳未満の配偶者は、第３号被保険者として国民年金に加入することに

なります。加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由して行うことになります。

　なお、国民年金保険料は、第２号被保険者の加入している年金制度が負担します

ので、ご自分で納める必要はありません。

※第３号被保険者に該当したときの届出以外に、第２号被保険者が転職や退職した

とき、住所に変更があったときにも届出が必要です。

届　出　先被保険者種別こ　ん　な　と　き

住所地の市町村第３号→第１号

�配偶者である第２号被保険者が会社を退職したとき

�配偶者である第２号被保険者の扶養から外れたとき

�配偶者である第２号被保険者と離婚したとき

�配偶者である第２号被保険者が６５歳になったとき

勤務先第３号→第２号
�本人（第 3 号被保険者）が就職して厚生年金や共済組合に加

入したとき

第２号被保険者

の勤務先

第３号→第３号

（種別は変わり

ませんが届出は

必要です）

�配偶者である第２号被保険者の加入する被用者年金制度が変

わったとき（例えば厚生年金から共済組合）

第２号被保険者

の勤務先
─────�本人の住所が変わったとき

お問い合わせ先　

▲

　徳島北年金事務所　TEL 655 − 0200 ／上板町役場住民課　TEL 694 − 6809

　国民年金は、日本に住む２０歳以上６０歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する

時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少なく

なったり受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。

届　出　先持参するもの異 動 の 内 容届出が必要なとき

住所地の市町村
・印鑑

　（本人自署の場合は不要）
第１号被保険者となります。

２０歳になったとき

（厚生年金や共済年金加入

者を除く。）

住所地の市町村

・印鑑

　（本人自署の場合は不要）

・年金手帳

第２号被保険者から第１号被保

険者になります。（第３号被保険

者に該当する場合を除く。）

退職したとき

（厚生年金や共済年金加入

者の場合）

住所地の市町村

・印鑑

　（本人自署の場合は不要）

・年金手帳

第３号被保険者から

第１号被保険者へ

配偶者に扶養されていたが、

配偶者が厚生年金、共済年

金を辞めたとき

こんなときには届出が必要です！
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次
代
を
担
う
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
員

の
健
全
育
成
と
交
流
を
図
る
目
的
で
、

第
十
二
回
上
板
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年

団
陸
上
大
会
を
上
板
町
体
育
協
会
・

上
板
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会
・
上

板
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
及
び
上
板
町

教
育
委
員
会
の
共
催
、
上
板
町
ラ
イ

オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
後
援
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
二
月
十
六
日
︵
土
︶
に
上

板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
周
辺
コ
ー

ス
︵
一
・
六
㎞
×
六
区
間
︶
に
お
い

て
、
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、駅
伝
の
部
は
、女
子
一
チ
ー

ム
と
男
子
五
チ
ー
ム
で
同
時
に
ス

タ
ー
ト
を
し
、
参
加
さ
れ
た
各
チ
ー

ム
で
た
す
き
を
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

　

ま
た
マ
ラ
ソ
ン
の
部
に
お
い
て
は
、

参
加
者
が
四
十
名
で
し
た
の
で
、
低

学
年
︵
一
年
生
か
ら
三
年
生
︶
と
高

学
年
︵
四
年
生
か
ら
六
年
生
︶
に
分

け
て
の
出
走
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
会
当
日
は
、
寒
い
日
の
開
催
と

な
り
ま
し
た
が
、
駅
伝
及
び
マ
ラ
ソ

ン
の
出
場
選
手
総
勢
七
十
六
名
を
応

援
す
る
各
チ
ー
ム
の
指
導
者
や
保
護

者
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
か
ら
の
温
か
い

声
援
に
背
中
を
押
さ
れ
て
、
見
事
全

選
手
が
最
後
ま
で
頑
張
り
ゴ
ー
ル
し
、

活
気
あ
ふ
れ
る
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

成
績
は
次
の

と
お
り
で
す
。

︻
駅
伝
の
部
︼

　
女
子
チ
ー
ム
の
部　

一　

優　

勝

　

高
志
フ
レ
ン
ズ

︵
タ
イ
ム
⋯　

分　

秒
︶

４３

２６

　
男
子
チ
ー
ム
の
部　

一　

優　

勝

　

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

︵
タ
イ
ム
⋯　

分　

秒
︶

３７

４３

二　

準
優
勝

　

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

︵
タ
イ
ム
⋯　

分　

秒
︶

３８

２５

三　

第
三
位

　

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ｂ

︵
タ
イ
ム
⋯　

分　

秒
︶

４１

０１

☆
女
子　

区
間
賞

　

一
区　

山　

田　

紗　

菜

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

３０

高
志
フ
レ
ン
ズ

　

二
区　

中　

村　

理　

紗

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

４１

高
志
フ
レ
ン
ズ

　

三
区　

秋　

山　

花　

音

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

５３

高
志
フ
レ
ン
ズ

　

四
区　

山　

田　

莉　

子

︵
タ
イ
ム
⋯
７
分　

秒
︶

２９

高
志
フ
レ
ン
ズ

　

五
区　

加　

集　

叶　

望

︵
タ
イ
ム
⋯
８
分　

秒
︶

１０

高
志
フ
レ
ン
ズ

　

六
区　

世　

戸　

史
緒
里

︵
タ
イ
ム
⋯
７
分　

秒
︶

４３

高
志
フ
レ
ン
ズ

☆
男
子　

区
間
賞

　

一
区　

松　

永　

陸　

也

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

０９

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

　

二
区　
 

高　

橋　
　
　

蓮

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

００

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

　

三
区　

大　

塚　

健　

矢

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

３１

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

　

四
区　

手　

塚　

一　

翔

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

２７

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

　

五
区　

戸　

田　

健
太
郎

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

２２

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

　

六
区　

古　

川　

祐　

翔

︵
タ
イ
ム
⋯
５
分　

秒
︶

３９

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

︻
マ
ラ
ソ
ン
の
部
︼

◇
一
年
生　

多　

田　

真　

頼

︵
タ
イ
ム
⋯
９
分　

秒
︶

２４

◇
二
年
生　

小　

山　

貴　

也

︵
タ
イ
ム
⋯
７
分　

秒
︶

２５

◇
三
年
生　

榎　

本　

剛　

志

　
　
　
　
　

井　

上　

琉　

生

︵
タ
イ
ム
⋯
７
分　

秒
︶

０５

◇
四
年
生　

森　

上　

依　

嗣

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

４１

◇
五
年
生　

森　
　
　

ほ
の
か

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

４３

◇
六
年
生　

渡　

部　
　
　

遥

︵
タ
イ
ム
⋯
７
分　

秒
︶

０３

︻
最
優
秀
賞
︼

◇
男
子　

古　

川　

祐　

翔

︵
タ
イ
ム
⋯
５
分　

秒
︶

３９

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
Ａ

◇
女
子　

山　

田　

紗　

菜

︵
タ
イ
ム
⋯
６
分　

秒
︶

３０

高
志
フ
レ
ン
ズ

第
十
二
回
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
陸
上
大
会

第
十
二
回
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
陸
上
大
会

▲駅伝女子の部：優勝チーム

　　　　　　　　高志フレンズのみなさん

▲駅伝男子の部：優勝チーム

　　　　　　　　高志スポーツ少年団のみなさん

体
育
行
事
の
ご
案
内

▽
春
季
ナ
イ
タ
ー
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会

　

四
月
中
旬
開
催
予
定

▽
町
内
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

　

五
月
中
旬
開
催
予
定

︵
な
お
、詳
細
に
つ
い
て
は
、町
教
育
委

員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。︶
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自 衛 隊 受 付 案 内

そ　の　他試験期日受付期間資　　　格募集種目

①試験会場
　松茂町の自衛隊基地予定
②待遇
　入隊後約１年で３等陸・海・空尉
　大学院（専門職大学院を除く）修

士学位取得者は２等陸・海・空尉

１次：
　２５年５月１１日
　２５年５月１２日
　（飛行要員希望者のみ）
２次：
　２５年６月中旬予定

２５年２月１日〜
２５年４月２６日

２０歳以上２６歳未満のもの（２２歳
未満のものは大卒（見込含））大学
院（専門職大学院を除く）修士学
位取得者（海上技術幹部候補生志
願者は、理工学修士学位取得者に
限る）及び自衛官は２８歳未満

幹 部 候 補 生
一 般 ・ 技 術

（自衛官について）
①給与：約１６万〜（＋各種手当て）
②賞与：年２回（６月・１２月）
③休み：週休２日制、祝日、年末年

始、夏季休暇、年次有給休
暇（年間２４日間）など

④身分：特別国家公務員
⑤自衛官候補生手当（入隊から

３ヶ月まで）約１２万６千円
２士任管後：約１６万〜

受付時にお知らせしま
す

年間を通じて行っており
ます

１８〜２７歳未満の男子
自衛官候補生

（男子）

階級は指定しない
教育訓練召集手当：日当７,９００円
所定の教育訓練を終了した後予備
自衛官として任用

１．平成２５年
　　４月１２〜１５日
２．平成２５年
　　１０月１２〜１５日

１．平成２５年
　　１月９日〜４月３日
２．平成２５年
　　７月１６日〜９月３０日
※第１回採用予定数を採用

した場合、第２回は実施
しない場合があります。

１８歳〜３４歳未満の者一般

予　　備
自衛官補 １８歳以上で国家免許資格等を

有する者（資格により５３歳未満
〜５５歳未満）

技能

　　　　　　　　　自衛隊鳴門地域事務所（TEL ０８８−６８５−５３０６）　
　　　　　　　　　住所：鳴門市撫養町立岩字七枚５７　自衛官募集ホームページ　http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

就就就就就就就就就就就就就就学学学学学学学学学学学学学学援援援援援援援援援援援援援援助助助助助助助助助助助助助助費費費費費費費費費費費費費費受受受受受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給給給給給申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請就学援助費受給申請
　経済的な理由により小・中学校就学に困難なご家庭に対

して、就学援助費が支給されますので、受給希望者は教育

委員会事務局まで印鑑をご持参の上、申請して下さい。

　なお、就学援助費受給にあたり次の様な理由が必要です。

１．前年度又は当該年度に生活保護が停止、あるいは廃止

になった人。

２．町民税が非課税世帯、または減免措置世帯等。

３．その他、家庭の経済的理由で生活に困窮されている等。

特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援学学学学学学学学学学学学学学級級級級級級級級級級級級級級就就就就就就就就就就就就就就学学学学学学学学学学学学学学援援援援援援援援援援援援援援助助助助助助助助助助助助助助費費費費費費費費費費費費費費特別支援学級就学援助費

受受受受受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給給給給給申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請受給申請
　小・中学校の特別支援学級に在籍する児童

生徒の保護者に対して、就学に必要な諸経費

の一部が、補助されます。受給希望者は学校

を通じて４月中に教育委員会事務局まで申請

して下さい。

　なお、就学援助費と重複して受給すること

はできません。

■■■■■■　小・中学生の保護者の皆さんにお知らせ小・中学生の保護者の皆さんにお知らせ　■■■■■■

お問い合わせ先
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※常に水道メーターを見て、使用水量を把握してください。
　宅内漏水の早期発見になります。
※漏水が見つかったときは、個人負担でお近くの水道工事
　店等に依頼して修理してください。

●　お問い合わせ先　●

上板町役場　水道課　TEL 088−694−6817

宅内漏水にご注意ください。

※メーターボックスの上には物を置かないように
　してください。

転入・転出等で水道を休止・廃止・撤去する場合は、
申請手続きが必要です。
また、死亡等による名義変更をする場合にも
手続きが必要です。

次の手順で水漏れを確認できます。

1

2

3

まず、家中の蛇口を全て閉

めましょう。

次にメーターボックスのフ
タを開けてメーター器を見
ます。銀色か赤色の星のよ

うな形のもの（パイロット）
を確認しましょう。

もしパイロットが回ってい
たら、宅内のどこかで漏水
している可能性があります。

宅内漏水の見つけ方

1 2 3

パイロット

法テラス徳島の情報提供
法的トラブルでお悩みの方々に、法制度に関する
情報と、相談機関・団体等相談窓口に関する情報
を無料で提供します。

■　日時　月〜金　午前9時〜午後4時

■　電話　050−3383−5575
■　面談もおこなっています（予約優先制）

法テラス徳島の無料法律相談
経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料で法律
相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用の立て替えをお
こないます。但し、資力要件を満たしていることが条件となります。

■　日時　弁護士相談　月〜金　　司法書士相談　金

■　場所　法テラス徳島

■　予約　予約電話番号　050−3383−5575

（お問い合わせ先）日本司法支援センター徳島地方事務所（法テラス徳島）
徳島市新蔵町1丁目31番地　徳島弁護士会館4階　　TEL 050−3383−5575

日本司法支援センター（法テラス）は国が設立した公的な法人です。

　住民の皆さんから役所の仕事に対する苦情や要望などの相

談を受け、必要に応じて関係行政機関にあっせんを行います。

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相

談ください。

開設日

3月19日㈫

4月17日㈬

開設時間 開設場所

13時30分〜

16時
上板町老人福祉センタ−

※３月は第３水曜日が祝日のため、19日㈫に開設する
　予定です。

《交通遺児等へ育成資金貸付け》 《重度後遺障害者へ介護料支給》
対 象 者　　自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部

　　　　　　臓器を損傷し重度の後遺障害を持ったために、

　　　　　　常時または随時の介護が必要な状態にある方

支給金額　　①　常時の介護が必要な方のうち、「重度後遺

　　　　　　　　障害診断書」で症状が「最重度」であると認

　　　　　　　　められた方　

　　　　　　　　　　　　　　月額68,440円〜136,880円

　　　　　　　　　　　　②　上記①以外で常時の介護が必要な方

　　　　　　　　　　　　　　月額58,570円〜108,000円

　　　　　　　　　　　　③　随時の介護が必要な方

　　　　　　　　　　　　　　月額29,290円〜54,000円

対 象 者

支給金額

※義務教育終了まで育成資金が無利子で借りられ

　ます

対 象 者　　自動車事故により死亡または重度後

　　　　　　遺症障害者となられた方の０歳から

　　　　　　中学校卒業までのお子様

貸付資金　　一時金　　　　155,000円

　　　　　　毎　月　　　　20,000円

　　　　　　入学支度金　　44,000円

返済期間　　中学卒業後20年以内

　　　　　　（高校・大学等に進学する場合は、

　　　　　　　卒業まで返済開始は猶予）

対 象 者

貸付資金

返済期間

詳しくは 独立行政法人　自動車事故対策機構　徳島支所
〒770−0003　徳島市北田宮2丁目14番50号（徳島県トラック会館2階）TEL 088−631−7799
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作品展ならびに講座に

関するお問い合わせ先は

上板町文化センター
088−694−3020

　上板町文化センターでは、いろいろな講座・教室を実施しております。

　この度、１年間の活動の成果を展示する受講生の作品展を開催いたします。

　受講生の努力の結晶をご覧になっていただくとともに、上板町文化センターの

活動を知っていただく為、多くの方々のご来場をお待ちしております。

上板町文化センターより　　　　　　　です。催しのご案内催しのご案内催しのご案内

３月16日（土曜日）、３月17日（日曜日）　午前10時から午後４時開催日時

会　　場 上板町文化センター
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　総合型地域スポーツクラブ「上板ふれあいクラブ」は、誰もが身近にスポーツができる環境を、会員一人

ひとりの意見と知恵でつくり、会員の会費によって継続的な運営を行っていく自主的組織です。

　みんなで一緒にスポーツを楽しみ、健康で元気に安心して暮らせる地域をつくりましょう。

　指導や運営のお手伝いをしていただける方を随時募集しています。事務局へご連絡ください。

【【会費会費・・スポーツ安全保険料】スポーツ安全保険料】※会費とスポーツ安全保険料を支払えば、全プログラムに参加できます。

24年度
会員状況

24年度
会員状況

10歳未満　─

10代　───

20代　───

30代　───

46名・女性

4名・女性

9名・女性

7名・女性

32名）

5名）

2名）

8名）

78名　（男性

9名　（男性

11名　（男性

15名　（男性

40代　─

50代　─

60代　─

70代　─

11名・女性

7名・女性

19名・女性

12名・女性

9名）

33名）

39名）

22名）

20名　（男性

39名　（男性

58名　（男性

34名　（男性

計 2 6 5 名 　【 男 性 1 1 5 名 ・ 女 性 1 5 0 名 】

●入会の申込は下記の事務局へお越しください。（必要事項を記入し会費と保険料を添えて提出していただきます。）

　事務局開設時間：月〜金曜日１３：００〜２０：３０　　土曜日１０：００〜１８：００

●入会申込書は、上板町ＩＴセンターにあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　上板町ＩＴセンター内「上板ふれあいクラブ事務局」http: / /kami i ta. lets-spor ts.net
　〒771−1301　板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺１番地８　TEL６３７−６００６

【申込・問い合わせ先】

※　教室は、平成２６年１月３１日までです。

※　利用者は必ず、会員以外の方もスポーツ安全保険に加入して頂きます。

　　（入会後の年会費及び保険料の払い戻しは出来ません）

※　会員の方は月会費として１ヶ月卓球１００円・筋トレ３００円頂きます。

※　会員外の方は１回につき３００円頂きます。（保険料込み）　　　　　　

※　会員外の教室参加は１回につき５００円頂きます。（保険料込み）

※　②③⑧⑰の教室は参加料　２００円が必要です。なお、中学生以下は無料となります。　

　　（チケット制を導入しております。事務局にて販売）

※　活動日が祝日となる場合や、気象警報が発令されている場合の教室は休みになります。

※　スポーツ安全保険は、活動中の怪我や往復中の事故等が対象となります。

※　会費・スポーツ安全保険は平成２６年３月３１日までが有効となります。

スポーツ安全保険家族は年会費２人目から団体（１０人以上）年　会　費区　　　分

１，８５０円２，５００円２，５００円３，０００円大　人（高校生以上）

１，０００円２，０００円２，０００円２，５００円高齢者（65 歳 以 上）

８００円１，５００円１，５００円２，０００円小 学 生 ・ 中 学 生

８００円５００円５００円１，０００円幼　児（３ 歳 以 上）

同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）８，０００円フ ァ ミ リ ー

クラブの目的に賛同した個人や法人の方１口　５，０００円賛　 助　 会　 費

年会費　１０，０００円　＋　スポーツ安全保険料フリーパス会員

■通常会員 （有料の教室有）
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①　キッズサッカー　　　　　　　⑤　体スッキリ体操　　　　　　　　⑨　シェイプアップ教室

②　子どもの運動神経発達教室　　⑥　リフレッシュヨガ　　　　　　　⑩　フラダンス

③　キッズダンス　　　　　　　　⑦　バランスボールでストレッチ　　⑪　貯筋体操

④　バドミントンを楽しもう　　　⑧　太極拳　　　　　　　　　　　　⑫　みんなのテニス　など

教室紹介
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主催　上板町教育委員会

中央公民館講座発表会中央公民館講座発表会中央公民館講座発表会

■　日　時　平成25年3 月17日（日）　午前10時〜

■　場　所　上板町中央公民館　大会議室・第１会議室

大会議室

● 手話講座
　手話コーラス

●英会話初級教室
　英語劇（おむすびころりん）

●英会話中級教室
　英語劇（こんな所で外国人に会ったら）

●中国語講座
　中国語劇、歌、クイズ

●日本舞踊講座
　※プログラムは当日発表

●民謡講座
　①ソーラン節　　　　　全 員 合 唱

　②南部俵積唄　　　　　稲井　　融

　③寿（ことぶき）　　　　鎌田　充代

　④黒田節　　　　　　　布袋　芳雄

　⑤外山節　　　　　　　中北　武夫

　⑥淡海節　　　　　　　坂東　公子

　⑦秋田大黒舞　　　　　板東トヨコ

　⑧元唄下津井節　　　　金倉　光子

　⑨東祖谷の粉ひき節　　稲井　政代

　⑩米山甚句　　　　　　平井　史子

●剣詩舞講座　　　

　①佳賓好主　　　　　　向井　孝子

　②九月十三夜陣中作　　市川　正史

　③夜墨水を下る　　　　品川喜代子

　④絵の島　　　　　　　大和　民子

第１会議室

● 作品展示
　書道講座／お菓子とお料理講座／水墨画講座／藍染め阿波踊り竹人形講座

平成24年度

昨年の

様子
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３月・４月　保健行事予定表

お問い合わせ先　上板町役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）

＊不活化ポリオ予防接種について＊
　　平成２４年９月から、小児麻痺予防のポリオ予防接種は、単独不活化ポリオワクチンが、また、平成２４年１１月から４種（百日
咳ジフテリア破傷風・不活化ポリオ）混合ワクチンが導入されました。

　　接種対象者は、生後３か月以上７歳６か月未満の乳幼児です。対象者には、個人通知をしておりますので、まだ接種を完了して
いない方は、母子健康手帳を確認してかかりつけ医で接種を受けて下さい。

＊麻しん風しん混合予防接種について＊
　　麻しんは、麻しんウイルスの空気感染によって起こります。感染力が強く発熱、せき、鼻汁、めやに、発疹を主症状とします。
主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。

　　風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。軽い風邪症状で始まり、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主
症状です。合併症として関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などがあります。また、妊婦が妊娠早期にかかると、先天性風しん症
候群とよばれる病気により心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った児が生まれる可能性が高くなります。

　　定期接種の該当者は、以下のとおりです。
　　　第１期：１歳児
　　　第２期：小学校入学前１年間の幼児
　　確実に予防するためには、２回の予防接種が必要ですので、通知を受け取ったら早い時期に受けて下さい。

＊日本脳炎予防接種について＊
　　日本脳炎１期接種のお知らせは、３歳のお子様に通知をしております。母子健康手帳を確認し、日本脳炎１期接種が不足してい
る場合は接種を受けましょう。

　○日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成１７年度から平成２１年度まで、日本脳炎予防接
種の積極的な勧奨を差し控えておりました。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常とおり受け
られるようになっています。

　○平成７年〜１７年度に生まれた方は、日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあります。特に平成１３〜１７年度生まれ
のお子様は、１期接種が終わっていないことがありますので、母子健康手帳を確認し、接種が不足している場合は受けましょう。

　○ご案内の対象となっていない場合でも、平成７年６月１日〜平成１９年４月１日生まれで、１期・２期接種が終わっていないお
子様は、２０歳未満までの間、接種を受けることができます。（平成２５年４月１日より、平成７年４月２日生まれ〜５月３１日生
まれの者も追加されます。）

　○２期接種は、１期接種を終えた９歳以上の方が対象となります。
　　２期接種の機会を逃した方への案内については未定ですが、希望がある場合は９歳以上であれば定期接種を行うことができます。

Ⅲ．予防接種 

　　「徳島県予防接種広域化」により、上板町内の医療機関に加えて、町外にかかりつけ医がある方は、町外医療機関で予防接
種を受けることができます。

　　予防接種の対象者には、個人通知をいたしますので、通知が届いたら保護者の方は医師と相談をして接種計画を立てて受
けましょう。

　　定期：ＢＣＧ・４種（百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ）混合・不活化ポリオ・３種（百日咳・ジフテリア・
破傷風）混合・２種（ジフテリア・破傷風）混合

　　　　　麻疹風疹混合（麻疹・風疹単独も可）・日本脳炎
　　任意：ヒブ（Ｈｉｂ）・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチン（平成２５年４月より定期予防接種となる予定です。）

Ⅰ．健康相談・健康教育

担　　　　　当内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０３／５

保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０４／２

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

１歳までの乳児問診・身体計測・内科診察・育児相談農村環境改善センター１３：１０〜１４：００４／１７

　２．乳児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２４年１１月１０日生〜
Ｈ２５年２月１０日生

股関節脱臼健診・ブックスタート農村環境改善センター１０：３０〜１１：００４／１０

　３．股関節脱臼検診とブックスタート

　４．のびのび子育て教室

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２４年１１月１０日生〜
Ｈ２５年２月１０日生

離乳食の進め方・子どもの発達につい
て

農村環境改善センター９：３０〜１１：３０４／１９

　１．３歳児健康診査

Ⅱ．乳幼児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

H２１年８月１日〜
H２１年１０月３１日生

問診、身体計測、尿検査、内科歯科診
察、発達・栄養・歯科・育児相談

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０３／２７
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　八坂ボランティアクラブと神宅幼・小学校は、

毎年「もちつき体験」をはじめ、様々な活動で交

流を深めています。今年はクラブの23名の方が

11月21日の国際交流集会に参加しました。当日

は早朝より「もちつき」の準備をしてくださり、

幼稚園児、小学校児童、国民文化祭の参加のため

に徳島を訪問していたドイツの舞踊団28名の方々

と「もちつき」や「踊り」で交流をしました。観

光では体験できない、初めての「もちつき」に、

ドイツの方は大変興味を示していました。

　上板町成人式が１月２日㈬上板町中央公民館「大会議室」にて開催され、126 人（当日出席者 92 人）

が新成人を迎えられました。社会の一員として責任と自覚を持ち、夢に向かって大きく飛躍されること

をお祈りいたします。


